
   当金庫では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関

　　訂正内容につきましては、別添資料をご覧下さい。

する法律（金融円滑化法）」に基づき平成22年9月末日までの取組み状況について

　　関係各位にご迷惑おかけいたしますことを深くおわび申し上げます。

公表しておりますが、内容の一部に訂正が生じましたのでお知らせいたします。

平成23年2月14日

金融円滑化法に係る「貸付けの条件の変更等の実施状況」に関する一部訂正について

館山信用金庫



【法第4条に基づく措置の実施状況】

（別表1）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が中小企業者である場合〕

0

うち、審査中の貸付債権の額 111 111 0

38

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸
付債権の額

920 959 39

うち、実行に係る貸付債権の額 776 776

0 38

うち、取下げに係る貸付債権の額 32 32

0

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額 174 174 0

うち、取下げに係る貸付債権の額 38 38 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 12 12

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0

52

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0

うち、実行に係る貸付債権の額 1,384 1,384 0

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていな
かった貸付債権の額

1,597 1,610

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 2,518 2,570

13

平成22年 平成22年 平成22年

9月末 9月末 9月末

（単位：百万円）

【修正前】 【修正後】 【対比】



【法第4条に基づく措置の実施状況】

（別表2）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が中小企業者である場合〕

うち、審査中の貸付債権の数 27 27 0

うち、取下げに係る貸付債権の数 8 8 0

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0

0

6

0 6 6

104 104

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数 7 7

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸
付債権の数

139 145

0

うち、取下げに係る貸付債権の数 8 8 0

2

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0

0

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0

うち、実行に係る貸付債権の数 61 61

9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 215 223 8

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていな
かった貸付債権の数

76 78

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 2

うち、実行に係る貸付債権の数

2

（単位：件）

【修正前】 【修正後】 【対比】

平成22年 平成22年 平成22年

9月末 9月末



【法第5条に基づく措置の実施状況】

（別表7）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

【法第5条に基づく措置の実施状況】

（別表8）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

0

0

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 16 0

0

0

（単位：件）

【修正前】 【修正後】 【対比】

16

うち、実行に係る貸付債権の数 10 10

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 3 3

うち、取下げに係る貸付債権の数 3 3

0

平成22年 平成22年 平成22年

9月末 9月末 9月末

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 145 152 7

うち、取下げに係る貸付債権の額 15 15

0100 100

うち、審査中の貸付債権の額 30 36 6

（単位：百万円）

【修正前】 【修正後】 【対比】

9月末

平成22年 平成22年 平成22年

9月末 9月末


